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議題（６）地域公共交通計画（素案）及び今後のスケジュール（案）について

１．地域公共交通計画（素案）について

◆これまでの分析や協議結果を踏まえたバス路線再編案を含む地域公共交通計画（素案）は別冊

のとおりである。

２．今後のスケジュール（案）について

◆本日の協議会で提示している計画（素案）についてご確認のうえ、意見がある場合は、４月８日（金）

までに事務局へご連絡いただく。

◆各委員からの指摘・修正を反映させた計画（素案）を再度委員にて最終確認いただき、４月下旬ご

ろからパブリックコメントを実施する。

◆パブリックコメントの実施後、協議会において市民意見をとりまとめ、必要に応じて計画内容に加

筆・修正を行った上で地域公共交通計画を策定し、国土交通大臣に送付する。

資料６

路線バス再編後のダイヤ等の検討

オレンジゆずるバスの再編等についての検討

第４７回協議会（令和４年３月３０日）

【地域公共交通計画（素案）の提示】

パブリックコメントの実施

（４月下旬～５月末まで）

協議会の開催

（６月ごろ）

計画の策定・大臣送付

（７月ごろ）

地域公共交通計画（素案）の確認・調整

（意見がある場合は、４月８日（金）まで）

説明会（全６回※）の開催

（５月上中旬）

※平日（西部・中部・東部・北部地域）に５回、

日曜日に１回を想定

各委員からの指摘・修正を反映させた素案の最終確認（４月中旬まで）


